
令和８年度福島県立あぶくま支援学校高等部入学希望者事前教育相談実施要項 

 
福島県立あぶくま支援学校高等部 

 

１ 目 的 

（１）あぶくま支援学校高等部入学を希望する生徒及び保護者に高等部の教育の概要や目指す生
徒像等について説明し、本校を志望する理由や学ぶ目的、意欲を確認する。 

（２）特別支援学校高等部入学対象生徒であるかを確認するとともに、面接を通して生徒の実態
を把握し、入学後の指導の参考とする。 

 

２ 対 象  中学校または特別支援学校中学部に在籍する中学３年生 

 

３ 期 間  令和７年１０月８日（水）～１１月１７日（月）２７日間 

 

４ 時間区分（４５分以内） 

Ａ  ９：３０～１０：１５ 

Ｂ １０：３０～１１：１５ 

Ｃ １３：１５～１４：００ 

Ｄ １４：１５～１５：００ 

 

５ 教育相談内容 

（１）生徒・保護者対象  

  ① 入試の概要について説明する。 

  ② 本校を志望する動機や理由、学習意欲、進路選択の意向を確認する。 

  ③ 教育相談の資料を基に面接し、生徒の実態や医療的に配慮が必要なこと、家庭での様子、
高等部卒業後の進路等について聞き取る。 

（２）担任対象 

  ① 入試の概要について説明する。 

  ② 生徒の履修する教育課程を確認する。 

  ③ 個別の指導計画や教育支援計画、自立活動の目標等を確認する。 

  ④ 生徒の実態や医療的に配慮が必要なこと、学校での生活や学習の様子、本校を志望する
動機、進路選択の過程等について聞き取る。 

 

６ 申込み及び提出資料について 

（１）教育相談を希望する生徒は、実施希望日時を「申込書」を用いて所属学校（担任等）を通  

  して申し込む。 

（２）教育相談の希望日時を調整し、実施日を決定する。決定した教育相談実施日時については、 

  所属学校（担任等）を通して該当生徒に通知する。 

（３）相談資料（別紙様式：記入例参照）は、当該生徒の実態と保護者からの情報を基に担任が
作成する。また、中学部・中学校入学以降に実施された知能検査等の結果を転記する。検査
結果がない場合は、Ｓ－Ｍ社会生活能力検査を実施し、社会生活年齢（ＳＡ）と社会生活指
数（ＳＱ）を相談資料に転記する。また、相談当日までに実施できない場合は、後日、学校
または相談機関にて実施し、その結果を報告する。 

（４）事前教育相談申込書と相談資料を８月２０日（水）必着で郵送にて提出する。 


